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（宛先）高 槻 市 長

所在地　　　　　　　　　　　　
法人名　　社会福祉法人　○○会
理事長　　○○　○○　　　　　


民間金融機関からの借入に関する意見書交付願


　本法人が下記のとおり基本財産を担保に供し、民間金融機関から社会福祉施設整備のための資金に対する融資を受けるにあたり、所轄庁へ提出する意見書の交付をお願いいたします。

記

１　整備する社会福祉施設
　　（施設名称・住所）

２　融資を受ける予定の民間金融機関
　　（金融機関名称）

３　担保に供する基本財産
　（１）（施設名称・地番）　建物　○○㎡
　（２）上記建物の敷地（地番） 　○○㎡


（添付書類）
・民間金融機関からの借入に関する意見書（交付依頼用）
・意見書添付書類一式
事業計画書、償還計画書、金銭消費貸借契約書（案）、担保物件の不動産登記事項証明書、理事会・評議員会の議事録
　
（注）１　平成３１年３月２９日付けで「社会福祉法人の認可について」の別紙２「社会福祉法人定款例」が一部改正され、民間金融機関から社会福祉施設整備のための資金に対する融資を受ける場合について、一定の要件を満たし、事前に関係行政庁（融資を受けて整備する施設を所管する自治体の施設所管部局）による意見書を届け出た場合には、所轄庁の基本財産担保提供承認が不要とされました。
【「社会福祉法人の認可について」の別紙2「社会福祉法人定款例」第29条第2項第3号に係る運用上の留意事項ついて（平成31年3月29日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡）】
２　交付願及び添付書類は、各1部を提出すること。
３　この取扱いについては、定款に次のとおり当該取扱いを規定する必要があります。


【定款例（抜粋）】
（基本財産の処分）
第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
一・二　略
三 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。
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